
半
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
半
島
地
域
に
お
け
る
安
全
で
安
心
な
住
民
の
生
活
を
確
保
し
、
定
住
の
促
進
を
図
る
観

、

、

、

点
か
ら

産
業
振
興
や
企
業
活
動
に
関
わ
る
対
策
だ
け
で
な
く

半
島
地
域
に
お
け
る
住
民
の
生
活
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め

医
療
、
介
護
、
教
育
、
交
通
、
通
信
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
郵
便
、
金
融
等
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
実
態
を
調
査
・
分

析
し
、
そ
の
上
で
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
具
体
的
な
措
置
の
実
現
を
図
る
よ
う
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

右
決
議
す
る
。


